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第４回  海外諸国の性教育  フランス 
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高校科学：グループ討議のテーマ、ピル認可問題、避妊法の発展、生命倫理など 

 

 

 

 

 

出産、育児を支援する制度や不妊治療のための環境が整備されているフランスは、西ヨーロ
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ッパの中で出生率の最も高い国です。性をめぐる法制度について言えば、「性的同意年齢」

はパートナーが異性でも同性でも 15 歳。避妊が合法化されたのは 1967 年、中絶が条件付

きで合法となったのは 75 年です。さらに、2001 年には中絶可能期間の延長や未成年の中

絶に対する保護者の同意不要などの改正がなされ、現在、中絶は原則、合法となっています。

同性同士のパートナーシップ登録が始まったのが 99 年と比較的早く、同性婚法の成立は

2013 年です。 

フランスの教育制度は、小学校 5 年、中学校 4 年、高校（リセ）3 年で、その後に高等教

育があります。義務教育は 6〜16 歳の 10 年間で、通常、後期中等教育にあたる高校 1 年目

で終了となります。 

カトリック教会の影響が大きかったフランスでは、価値観にかかわる性教育や性に関す

る情報を学校で提供することは 1920 年～67 年まで禁止されていました。避妊の合法化を

受けて、教育課程基準に性教育が加えられ、73 年には性情報特別委員会が設立されて、性

の生物学的側面についての教育が始まります。 

教育省令による性教育の必修化は 98 年ですが、2001 年の中絶と避妊に関する法律の改

訂を受けて、学校性教育は教育法典に記載されます。2003 年の教育省の通知では、性教育

の意義を「若者の性的健康の支援と性差別主義や同性愛嫌悪との闘い」としており、性教育

の内容は生物学的知識とともに人間の心理的、感情的、社会的、文化的そして倫理的な側面

を反映するものであるとしています。 

担い手としては「生物（生命と地球の科学）」担当教師、教育アドバイザー、医師、看護

師、ソーシャルワーカーなどをあげています。ファミリープランニング（家族計画センター）

のスタッフも子どもの性教育を担う医療従事者の一員と位置づけられ、週 1 回程度の学校

への出前授業が導入されます（中学校は男女別、高校は一緒で、少人数のワークショップ形

式が多い）。 

中高とも保健分野の教科はないので性教育に関連する事項は、「科学」の中の生物領域で

取り扱われます。2015 年の教育課程基準（Programmes pour les cycles2,3,4、）では、「生

命と地球の科学」（Sciences de la vie et de la Terre）領域の「人間の体と健康」単元中に生

殖とセクシュアリティが取り上げられています。 

中学校と高校 1 年では、「生命と地球の科学」（生物と地学）は必修です。2011 年に「生

物」の教育課程基準が変わり、高校の教科書で性の多様性や性の快楽の側面、生命倫理を含

む性の社会的側面なども扱われるようになりました。中学校の「生命と地球の科学」の教科

書では避妊の問題を多く扱い、高校では不妊の問題や生殖補助医療についても扱っていま

す。さらに、性の多様性を、性分化のプロセスから解説するという特徴があります。 

公立中学校の生物の教師は、14 歳学年の「生命と地球の科学」（SVT）で、6 週間 10 時

間ほどをかけて人体の生理学的な内容を教えますが、生殖器の解剖生理学的なものに 1 時

間、その他、性の多様性や交際について 3 時間ほど割いています。この他に、カップルにな

ったら相談に行くことの多いファミリープランニングからの出前授業があるのです。 


